
2025 年 12 月 1 日 

株主さま各位 

株式会社西武ホールディングス 

 

株主総会資料の電子提供に関するご案内 

 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

株主総会資料（株主総会参考資料、事業報告、計算書類および連結計算書類等）の電子提供制度が 2023

年 3 月以降開催の株主総会より適用されております。 

当社は、これまで書面交付請求の有無に関わらず、株主総会資料を一律に書面でお送りしておりました

が、電子提供制度の周知の状況や紙資源の節減等を考慮し、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会より、

要約版をお届けいたします。従来どおり書面で株主総会資料をお受け取りになりたい場合は、書面交付請

求のお手続きをお願いいたします。 

 

※書面交付請求をされていない株主さまには、株主総会資料一式を閲覧できるウェブサイト URL、日

時、場所、目的事項、議決権行使の方法、議案内容等を記載した株主総会資料の要約版を書面にてお送り

いたします。株主総会資料一式はウェブサイトにアクセスすることでご確認になれます。 

 

 

記 

 

 

Q１．株主総会資料の電子提供制度とはどのような制度ですか。 

A１．株主総会資料の電子提供制度とは、発行会社が株主総会資料（株主総会参考書類、事業報告、計算

書類、連結計算書類及び監査報告）を株主総会の日の 3 週間前までにウェブサイトに掲載した上で、

当該ウェブサイトの URL を株主さまに通知し、株主さまは原則として当該ウェブサイトにアクセ

スしてその内容を閲覧いただく制度です。株主さまには、株主総会の日の 2 週間前までに、ウェブ

サイトのアドレス等を記載した株主総会の招集通知、議決権行使書等を送付いたします。 

 

Q２．引き続き、株主総会資料を書面で送ってもらいたいのですが、どうすればよいですか。 

A２．株主総会資料を書面で受領するためには「書面交付請求」のお手続きが必要です。 

 



Q３．「書面交付請求」はどちらで手続きをすればよいのでしょうか。 

A３．株主総会参考資料を書面で受領することを希望する株主さまを対象に、当社の株主名簿管理人であ

るみずほ信託銀行もしくは株式を保有している証券会社等にて手続きを受付しております。 

「書面交付請求」のお手続きに必要な「書面交付請求書」の送付依頼はこちら（みずほ信託銀行 証

券代行部のサイトにリンクしています）で受付をおこなっております。 

「書面交付請求書を送付する」をクリックいただき、表示される内容に沿って、必要事項の登録を

お願いいたします。 

※申請から 2 週間～3 週間で株主さまの情報を印字した書面交付請求書をお届出のご住所へ送付い

たします。届いた「書面交付請求書」の記載事項を確認の上、書類をご返送ください。 

 

Q４．みずほ信託銀行のお問合せ先はどちらでしょうか。 

A４．みずほ信託銀行 証券代行部 株主総会資料ウェブ化に関するお問合せ窓口 

0120-524-324 受付時間：平日 9 時～17 時 ※土・日・祝祭日はご利用になれません。 

 

Q５．書面交付請求は毎年必要ですか。 

A５．原則、不要です。 

以上 

https://contact.www.mizuho-tb.co.jp/?site_domain=daikou

